
【R3.11月分】

指定年月日 指定番号
道路の築造者の氏名及び住所
（法人にあっては、名称及び所在地）

道路の位置
道路の延長
（メートル）

道路の幅員
（メートル）

1 令和3年11月10日
福島県指令相建

第44-4号

有限会社サン・ホーム
代表取締役　小林　隆一
南相馬市原町区本陣前三丁目142番地

福島県南相馬市原町区本陣前二丁目
7番2、7番3、7番4、7番5、7番6、8番
3、8番4、8番7、8番9

73.27 4.00～6.00

2 令和3年11月16日
福島県指令相建

第44-5号

有限会社斉藤工務店
代表取締役　齋藤　孝司
相馬市黒木字勝善116番地の1

福島県相馬市新田字南城83番2 41.22 6.00

3 令和3年11月18日
福島県指令北建

第2412号

株式会社アーバン土地企画
代表取締役　丹野　典夫
福島市天神町16番21号

福島県本宮市本宮字小幡14番9 43.44 4.50

4 令和3年11月19日
福島県指令相建

第44-6号

アイワビルド株式会社
代表取締役　櫻井　州雄
相馬市中村字桜ヶ丘84番地

福島県相馬市西山字水沢58番24 34.68 4.00

【R3.11月分】

廃止年月日 廃止番号
道路の築造者の氏名及び住所
（法人にあっては、名称及び所在地）

道路の位置
指定
年月日
（当初）

指定番号
（当初）

1 令和3年11月10日 3相建第2612号
有限会社サン・ホーム
代表取締役　小林　隆一
南相馬市原町区本陣前三丁目142番地

福島県南相馬市原町区本陣前二丁目
7番3、7番4、8番3、8番6、8番7

昭和47年
5月15日

第493号

建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第４２条第１項第５号の規定により、道路の位置として次のとおり指定しました。

建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路を次のとおり廃止しました。


